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宮 城 県 警 察 本 部 長

宮城県警察本部長及び宮城県地域交通安全活動推進委員協議会会長の連名表彰

要綱の一部改正について（通達）

地区地域交通安全活動推進委員協議会等に対する表彰については 「宮城県警察本、

部長及び宮城県地域交通安全活動推進委員協議会会長の連名表彰要綱の一部改正につ

いて（通達 （平成２２年１２月２２日付け宮本交企第１９６０号）により運用して）」

きたところであるが、この度、別添のとおり宮城県警察本部長及び宮城県地域交通安

全活動推進委員協議会会長の連名表彰要綱の一部を改正したので、運用上遺漏のない

ようにされたい。

なお、これに伴い、前記通達は廃止する。

記

１ 改正の要点

別表第２のうち、団体表彰に係る表彰の基準を改めた。

２ 施行期日

平成３０年９月１２日



宮城県警察本部長及び宮城県地域交通安全活動推進委員協議会会長の連名表彰

要綱

１ 趣旨

この要綱は、宮城県警察本部長が宮城県地域交通安全活動推進委員協議会（以下

「県協議会」という ）の会長と連名で行う表彰（以下「表彰」という ）に関し必。 。

要な事項を定めるものとする。

２ 表彰の目的

表彰は、県協議会の運営に当たり、顕著な功績を納めた地区地域交通安全活動推

進委員協議会（以下「地区協議会」という ）及び交通安全活動に貢献した地域交。

通安全活動推進委員に対して行うことにより、士気を高め、交通安全対策の推進及

び交通安全思想の普及を図り、もって交通事故の防止に資することを目的とする。

３ 表彰状の内容

表彰状は、表彰状記載例（別表第１）のとおりとする。

４ 表彰の対象

表彰は、次の者に対して行う。

⑴ 地区協議会

⑵ 県協議会の役員 以下 県協議会役員 という 地区協議会の役員 以下 地（ 「 」 。）、 （ 「

区協議会役員」という ）及び地区協議会の委員（以下「地区協議会委員」とい。

う ）。

５ 表彰の種類

表彰の種類は、次のとおりとする。

⑴ 団体表彰

活動内容が優秀で他の模範となる功労が認められる地区協議会に対する表彰

⑵ 個人表彰

ア 役員表彰

永年にわたり、交通安全活動の推進と交通安全思想の高揚のため、組織運営

に貢献し、他の模範となる功労が認められる県協議会役員又は地区協議会役員

に対する表彰

イ 地区協議会委員永年表彰

永年にわたり、交通安全活動の推進と交通安全思想の高揚のための活動が優

秀で、他の模範となる功労が認められる地区協議会委員に対する表彰

ウ 地区協議会委員功労表彰

交通安全活動の推進と交通安全思想の高揚のための活動が特に優秀で、他の

模範となる功労が認められる地区協議会委員に対する表彰

６ 表彰の基準

表彰の基準は、表彰の基準（別表第２）のとおりとする。



７ 表彰の対象期間

前記５－⑴の団体表彰及び前記５－⑵の個人表彰（地区協議会委員永年表彰を除

く ）の表彰の対象期間は、暦年とする。。

８ 表彰者の選考及び上申

⑴ 団体表彰

、 （ 「 」 。）前記５－⑴の団体表彰は 交通部交通企画課長 以下 交通企画課長 という

が県協議会の役員会において協議の上選考し、地域交通安全活動推進委員協議会

団体表彰上申書（別記様式第１号）により上申を行うものとする。

⑵ 個人表彰

前記５－⑵の個人表彰は、警察署長が地区協議会の会長と協議の上選考し、役

員表彰にあっては地域交通安全活動推進委員個人表彰（役員表彰）上申書（別記

様式第２号）により、地区協議会委員永年表彰にあっては地域交通安全活動推進

委員個人表彰（永年表彰）上申書（別記様式第３号）により、地区協議会委員功

労表彰にあっては地域交通安全活動推進委員個人表彰（功労表彰）上申書（別記

様式第４号）により、それぞれ上申を行うものとする。

９ 表彰の時期

表彰は、県協議会の委員会において行う。

１０ その他

前記８の表彰者の上申後、上申された者に係る表彰の基準に規定する受賞にふさ

わしくない行為に抵触する事実が判明したときは、警察署長は、直ちにその概要を

交通企画課長を経由して報告しなければならない。



別表第１

表 彰 状 記 載 例

団体表彰

個人表彰（役員表彰）



個人表彰（地区協議会委員永年表彰）

個人表彰（地区協議会委員功労表彰）



別表第２

表 彰 の 基 準

表彰の種類 表彰の基準

１ 活動実績が県下で上位であること。

２ 活動区域内において、重大交通事故が減少する等、交通安全活動

に一定の成果が認められること。

３ 交通安全教育活動が優秀であり、顕著な功績が認められること。

４ 各委員に、受賞にふさわしくない行為がないこと。

５ 地域における道路交通に関するモラルを向上させ、交通安全確保

について住民の理解を求めるための諸活動が優秀であり、他の地区

協議会の模範と認められる者であること。

１ 県協議会役員又は地区協議会役員に５年以上就いていること。

２ 人格、識見ともに優れ、かつ、地区協議会の運営に顕著な功績が

認められる者であること。

３ 過去１０年以内において、自己の責任による交通死亡事故、重傷

交通事故、交通違反（反則行為を除く ）その他受賞にふさわしくな。

い行為がないこと。

１ 地区協議会委員の職に１０年以上従事していること（従事年数１

０年以上ごとに表彰することができる 。。）

２ 人格、識見ともに優れ、かつ、地域における道路交通に関するモ

ラルを向上させ、交通安全確保について住民の理解を求めるための

諸活動を積極的に推進し、他の模範となると認められる者であるこ

と。

３ 過去１０年以内において、自己の責任による交通死亡事故、重傷

交通事故、交通違反（反則行為を除く ）その他受賞にふさわしくな。

い行為がないこと。

１ 地区協議会委員の職に３年以上従事していること。

２ 地域における道路交通に関するモラルを向上させ、交通安全確保

について住民の理解を求めるための諸活動を積極的に推進し、特に

抜群な功績があり、他の模範となると認められる者であること。

３ 過去１０年以内において、自己の責任による交通死亡事故、重傷

交通事故、交通違反（反則行為を除く ）その他受賞にふさわしくな。

い行為がないこと。
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別記様式第１号

年 月 日

宮城県警察本部長 殿

交通部交通企画課長

地域交通安全活動推進委員協議会団体表彰上申書

表彰の種類 地域交通安全活動推進委員団体表彰

地区協議会名

被上申者

地区協議会会長名

地区協議会の功績等を記載すること。※

功労の内容

功労が与え

た効果又は

影響

主な活動歴

表 彰 歴

その他

表彰上申担当者名 警電



別記様式第２号

年 月 日

宮城県警察本部長 殿

警 察 署 長

地域交通安全活動推進委員個人表彰（役員表彰）上申書

表彰の種類 地域交通安全活動推進委員個人表彰（役員表彰）

本 籍

住 所

職 業

氏 名

表彰対象 生 年 月 日 年 月 日生（ 歳）

委員委嘱年数 年 月（委嘱年月： 年 月）

県役員委嘱年数 役員名 年 月

地区役員委嘱年数 役員名 年 月

連絡先電話

地区協議会の運営に対する功績等を記載すること。※

功労の内容

功労が与え

た効果又は

影響

主な活動歴

表 彰 歴

賞 罰

その他

表彰上申担当者名 警電



別記様式第３号

年 月 日

宮城県警察本部長 殿

警 察 署 長

地域交通安全活動推進委員個人表彰（永年表彰）上申書

表彰の種類 地域交通安全活動推進委員個人表彰（永年表彰）

本 籍

住 所

職 業

氏 名

表彰対象 生 年 月 日 年 月 日生（ 歳）

委員委嘱年数 年 月（委嘱年月： 年 月）

県役員委嘱年数 役員名 年 月

地区役員委嘱年数 役員名 年 月

連絡先電話

※ 永年にわたり、率先して献身的に組織運営に貢献した内容等を記載すること。

功労の内容

功労が与え

た効果又は

影響

主な活動歴

表 彰 歴

賞 罰

その他

表彰上申担当者名 警電



別記様式第４号

年 月 日

宮城県警察本部長 殿

警 察 署 長

地域交通安全活動推進委員個人表彰（功労表彰）上申書

表彰の種類 地域交通安全活動推進委員個人表彰（功労表彰）

本 籍

住 所

職 業

氏 名

表彰対象 生 年 月 日 年 月 日生（ 歳）

委員委嘱年数 年 月（委嘱年月： 年 月）

県役員委嘱年数 役員名 年 月

地区役員委嘱年数 役員名 年 月

連絡先電話

※ 他の模範となる優秀な活動内容等について記載すること。

功労の内容

功労が与え

た効果又は

影響

主な活動歴

表 彰 歴

賞 罰

その他

表彰上申担当者名 警電


